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新型コロナウイルス感染予防対策に伴う社会体育施設等の利用停止について

五所川原保健所管内で新型コロナウイルスの感染者が増加している状況を受け、感染拡大を防
止するため、市内の社会体育施設の利用を停止するとともに、現在、実施している学校体育施設
開放事業を中止いたします。
施設利用者各位においては、ご理解とご協力をお願いします。

記

１ 利用停止期間
令和３年１月１８日 から 当面の間

２ 利用停止の社会体育施設

３ 学校体育施設開放事業の中止

施設名称
１ 五所川原市民体育館
２ 五所川原市つがる克雪ドーム
３ 五所川原市勤労者総合スポーツ施設
４ 五所川原市漆川体育館
５ 五所川原市市浦B＆G海洋センター（体育館）
６ 五所川原市弓道場
７ 五所川原市嘉瀬スキー場

団体種別 制限内容

学校部活動

（学校部活動から社会体育へ移行したスポーツ団体含む。）

使用できません。主に高校生以下を対象としている団体（高校生以下を対象と

したスポーツ教室等）

上記に当てはまらない団体


